
申告書の2枚目と3枚目の
上部を切り離し、労働保険
料を添えて管轄の労働局、
日本銀行の歳入代理店（※）
のいずれかヘご持参くださ
い。また、社会保険・労働
保険徴収事務センター
（年金事務所内に設
置）では申告書のみ受
付を行っています。
なお、労働基準監
督署では、所掌３
の申告書（労働
保険番号の３桁
目が「３」のもの：藤色と
赤色）の申告・納付はできま
せん。
※郵便局を含むほとんどの金融
機関が日本銀行の歳入代理
店となっています。

事業主控に受付印が必要な
場合は、労働局へ提出用と控
を一緒にご提出ください。

来庁による提出方法
申告書及び領収済通知書（納付
書）は3枚とも管轄の労働局また
は社会保険・労働保険徴収事務
センター（年金事務所内）へご持
参ください。

郵送による提出方法
管轄の労働局または社会保険・労
働保険徴収事務センター（年金事
務所内）あての郵送での提出も可
能です。労働局の住所は送付した
封筒の表面に記載しております。
事業主控に受付印が必要な場合
は返信用封筒を必ず同封してくだ
さい。

雇用保険の被保険者について

申告書の書き方
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　事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条）と前年度の保険料を精算するための
確定保険料の申告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）
の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。
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納付すべき

の種類ごと
に定め

P.25

納期

口座振替納付日 9月7日 11月16日 2月15日

7月10日 11月2日 2月1日

全期・第1期 第2期 第3期
●労働保険料の納期（平成27年度）

口座振替を利用し
ない場合の納期限

金 労働局・

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

記入例1　確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

記入例2　確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当･還付をする場合）

　①　労働保険料に充当した場合の例

　②　充当後還付額が出る場合の例

記入例3　事業を廃止した場合
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